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議
院
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加
藤
�
一
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提
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タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
派
遣
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
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答
弁
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を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
派
遣
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

個
々
の
事
例
が
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
六
項
の
「
労
働
者
供
給
」
に
該
当
す
る
か

否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
実
関
係
等
に
則
し
て
、
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

御
指
摘
の
記
事
等
に
よ
れ
ば
、
坂
口
医
師
は
、
上
司
の
助
教
授
か
ら
「
宮
川
村
は
三
重
県
一
の
短
命
村
、
そ
の
調
査
に
一
年

ば
か
り
行
っ
て
は
ど
う
か
。
」
と
打
診
さ
れ
、
当
時
の
医
学
の
世
界
で
は
そ
の
打
診
は
「
「
行
っ
て
き
た
ま
え
」
の
命
令
に
等

し
い
。
」
と
感
じ
、
宮
川
村
立
の
診
療
所
で
勤
務
し
て
い
た
等
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
司
と
部
下
の
医
師
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
「
労
働
者
供
給
」
の
要
件
で
あ
る
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
得
る
が
、
具
体

的
に
同
項
の
「
労
働
者
供
給
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
個
別
具
体
の
事
実
関
係
等
に
則
し
た
総

合
的
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
御
指
摘
の
事
案
が
同
項
の
「
労
働
者
供
給
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。


